
道路後退用地等の整備（舗装等）

完了

【支障物件が「ある」場合のみ】
道路後退用地の支障物の撤去・移設

道路後退用地等の確認・調査を行い、無償使用す
る範囲の確認

支障物の撤去・移設完了後「支障物件撤去等工事
完了届」（第９号様式）の提出

工事完了検査の実施

「道路後退用地等無償使用承諾書兼誓約書」(第６
号様式)の提出

※抵当権等の権利を有する他者がいる場合は、「同
意書」（第７号様式）を併せて提出

承諾書等の受付

葉山町狭あい道路拡幅整備要綱に基づく事業の流れ（道路後退用地無償使用の場合）

建築主等 町

「狭あい道路拡幅整備協議申請書」(第１号様式)の
提出

申請書の受付

町職員が現地確認調査、地積測量図、謄本等の確認を行うと共に、建築主等と協議を行い
「狭あい道路拡幅整備協議結果通知書」(第２号様式)の通知


